
※１ 認定請求書には、健康保険証の写し、口座情報のわかるもの（通帳またはキャッシュカードの写し）を添付してください。

　　 受給資格者（申請者）が１８歳までのお子さん（H18.4.2以降に生まれた子）と住民票上別居している場合は、認定請求書または額改定請求書と

　　 同時に「別居監護申立書」の提出が必要です。

※２ 算定児童とは、支給対象ではないが、多子加算（第３子以降の加算）のために児童としてカウントされる高校生年代（H18.4.2～H21.4.1生まれ）

のお子さんのことを指します。

児童手当の支給対象児童が出生や転入した時点から、高校生年代のお子さんが同一世帯であれば「算定児童」として登録されています。

【 スタート 】

＜令和６年１０月児童手当制度改正　申請手続き要否確認フローチャート＞

いいえ はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

現在、南相馬市から児童手当（特例給付）

を受給していますか？

児童を養育している方が父と母の場合、

所得の高い方の職業は公務員ですか？

高校生年代の児童は算定児童※２

として登録されていますか？
高校生年代の児童が

いますか？

所得の高い方の住所地は南相馬市ですか？

養育する児童の兄姉（H14.4.2～H18.4.1生まれ）がい

て、その人を含めて３人以上の児童がいますか？

勤務先に

お問合わせ

ください。

所得の高い方の

住所地にお問合

わせださい。

提出書類

●認定請求書※１

●監護相当・生計費負担に

ついての確認書

提出書類

●認定請求書※１

提出書類

●額改定請求書

●監護相当・生計費負担に

ついての確認書

提出書類

●額改定請求書

はい
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養育する児童の兄姉（H14.4.2～H18.4.1生まれ）がい

て、その人を含めて３人以上の児童がいますか？

はい

お手続きは

不要です。

養育する児童の兄姉（H14.4.2～H18.4.1生まれ）がい

て、その人を含めて３人以上の児童がいますか？

いいえ

いいえ

いいえはい

はい

いいえはい


